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しっかり議論をして欲しい !!
委員会に“要望書”を提出しました。

ごみ連協ニュース
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用地を応募した
個人や企業の名前を

公表しないことは理解できるが、

市・村が出した用地も
市村名を公表しないこ
とは、理解できない。

（理由は裏面を）



第 7回ごみ処理施設検討委員会

　委員会の任務は、「ごみ処理広域化基本計画」（H16 年策定）と「ごみ処理施設基本計画」（H19）の見直しと、
「ごみ処理施設建設候補地の選定」です。
　しかし、2つの基本計画の見直し・再検討は、ほとんど（まったくといっても良いかも）行わないまま、「候
補地の選定」を行っています。
　第 7回の委員会では、先に閉め切った公募の用地や、市村から出された用地の発表を行われます。どのよう
な審議を経て、現在に至っているか、皆さんの目や耳で聞いて感じてみて下さい。

 日時 :5月27日 (木 )13:30 時 ~
 場所 : 大北福祉会館 2階 (予定 )

見に行こう！　聞きに行こう

皆様の一層のご支援をお願いいたします！
カンパ振込先　●八十二銀行白馬支店／普通口座：137464
名義：ハクバゴミモンダイカンパ　●ゆうちょ銀行／口座記号番号
00520-2-83674／名義：白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会
｠

白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会ニュース Vol.63_100526号

発行 : 白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会 (会長 : 長谷川恒信 )〈事務局〉TEL:72-5372
http://dp08252366.lolipop.jp/

“要望書”の解説（抜粋）
～全文は広域連合に問い合せするか、ごみ連HPを～

候補地の
発表です

【要望 1-1 の説明】

　住民からの意見募集の機会を作っていただきありがと
うございます。しかし、第 6回委員会 (4/28) での住民意
見の取り扱いについて、以下数点の苦言を申し上げます。
　第 7回 (5/27) 以降の検討委員会で、「住民意見」をしっ
かりと議論し、委員自らの手で「見解」をまとめる、「採
択すべき」と考える意見は積極的に活かすのが道理だと
考えます。

a.  12 日締切であったにも関わらず、28日の検討委員会
当日に「意見書」が配られました。配られたその場で、
内容を読みこなせる委員が一体何人いるのでしょうか? 
印刷製本に、さほどの時間も労力も必要とは思えない
のに、何故当日配布になったのか ? 

b.  「意見書」に事務局 ( コンサルタント ) が「回答書」を
書いて、それを議論している。こんな合理化が許され
ていいだろうか ?

c.  このような検討委員会の対応を、意見を提出した住民
は「納得」できないのではないでしょうか ? もし問題
ないと考えるのであれば、その理由を説明してくださ
い。

d.  関連する意見書を委員自ら精査する事なく、別議題で
「除外地区」を決定した事は説明がつかないのではない
ですか ?委員自ら意見書を読み、選定条件に関わる (加

える / 除外地区などに加える ) 内容かどうかを判断す
る必要があったのではないでしょうか ? 

　 　また、その時間的余裕を作らなかったことは、用地選
定作業の正当性が損なわれると考えますが、委員の皆様
はどのようにお考えですか ?

【要望 2の説明】

　「地方公共団体」の性格上、各市村が応募した「公募地」は、
個人の応募と明確に分ける必要がある。その自治体の住人
に対して「何故その場所を推薦するのか ?」を明確に説明
する義務が発生すると同時に議会の同意も必要になる。そ
れを個人、民間会社の公募と一緒にして、住民、議会に「わ
からない」ように行うことは地方自治法第 237 条 ( 財産
の管理及び処分 )などを照らしても問題を生じます。

　住民への説明をおざなりにして進めることは、普天間の
基地問題 (移設問題 )と同じではないでしょうか ?

　委員会の候補地選定の後、決まった場所が自治体推薦で
あった場合に、応募自治体の名を公表するのかでしょう
か ?


